
〔2021.6.18 修正〕 
2021 年度の新型コロナウイルス感染症に 

関連した学籍、授業料徴収等の 

特別措置について 
 

下記の①～⑥のいずれかに該当し、手続きを希望する場合は、下

記の期限までに総合文化大学院チームへ必要書類等を提出してくだ

さい。 

 

記 

 

① 2021 年９月修了見込であった者の在学期間延長の特例 

（対象）2021年 9月修了見込であったが、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り修了することができず、在学年限(修士課程：３年、博士後期課程：

５年)を超える見込の者 

新型コロナウイルス感染症の影響を理由とする学業・研究等の中断により、2021

年９月に修了できず、在学年限(修士課程：３年、博士後期課程：５年)を超える

見込みで、在学期間の延長を希望する場合。 

なお、2021 年度後期分授業料のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受け

た期間に相当する期間の授業料を不徴収とすることが可能。 

※延長が可能な期間は、2022 年３月まで。 

 （提出書類） 

・特例による在学期間延長願【所定様式】 

・指導教員等による意見書【所定様式】 

 

② 2021 年９月修了見込者の在学期間延長の特例 

（対象）2021年９月に修了要件を満たす見込の者 

修了要件を満たしているにも関わらず、新型コロナウイルス感染症の影響により、

引き続き在学を希望する場合。 

なお、2021 年度後期分授業料のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受け

た期間に相当する期間の授業料を不徴収とすることが可能。 

※延長が可能な期間は、2022 年３月まで。 

（提出書類） 

・修了延期願【所定様式】 

・指導教員等による意見書【所定様式】 

・延長期間中における行動計画書【所定様式】 



 

③ 長期履修制度の適用 

（対象）2020年度から引き続き在籍している者 

2020 年度に新型コロナウイルス感染症の影響を理由とする長期履修制度の適用

が認められ、最終年次や年度途中（Ａ１ターム（Ａセメスター）の開始）から長

期履修を開始することも可能とされた。 

※長期履修開始時期は、2021 年 10 月とする。 

（提出書類）※詳細については、事前に総合文化大学院チームへ問い合わせること。 
・長期履修申請書類一式 

・理由書（様式任意） 

・指導教員等による意見書【所定様式】 

 

④ 在学期間延長に伴う授業料の不徴収 

（対象）2021 年９月修了見込であったが、新型コロナウイルス感染症の影響に

より修了することができず、在学期間延長を行う者 

新型コロナウイルス感染症の影響による学業・研究の中断のために修了できず、

在学期間を延長することとなった場合に、2021 年度後期分授業料のうち、新型

コロナウイルス感染症の影響を受けた期間に相当する期間の授業料を不徴収とす

ることが可能。 

※延長が可能な期間は、2022 年３月まで。 

（提出書類） 

・在学期間延長届、理由書（様式任意） 

・指導教員等による意見書【所定様式】 

 

⑤ 休学 
（対象）2021年度在籍者 

 新型コロナウイルス感染症の影響を理由とする休学を許可し、当該休学期間を 

休学可能期間（修士課程：２年、博士課程：３年）に含めないことが可能とされ 

た。 

※上記の休学が可能な期間は、2022 年３月まで。 

（提出書類） 

・休学願及び添付書類 

・指導教員等による意見書【所定様式】 

 

⑥ 再入学の場合の学費の不徴収 
（対象）2020年度から引き続き在籍している者 

新型コロナウイルス感染症の影響を理由とする学業・研究等の中断にも関わら

ず、何らかの事情により休学または在学期間の延長ができずに退学し、その後

再入学をする場合、再入学にかかる検定料、入学料及び授業料を徴収しないこ

ととすることができる。 



※ただし、授業料を徴収しない期間は、新型コロナウイルス感染症の影響を受

けたと認められた期間とする。 

（提出書類）※退学手続時に必要書類を提出すること。 

・退学願、理由書（様式任意） 

・指導教員等による意見書【所定様式】 

 

【特別措置の手続のための所定様式】 
・特例による在学期間延長願・修了延期願・延長期間中における行動計画書 

・指導教員等による意見書 

 

【提出期限】 ①～④：2021 年７月７日（水）まで 

       ⑤：休学期間開始の１ヶ月前まで 

⑥：退学日の２ヶ月前まで 

 

【提出場所】 教務課総合文化大学院チーム 

（アドミニストレーション棟１階５番窓口） 
※ 新型コロナウイルス感染症対応のため、電子ファイルによる提出も認める。 

①②④⑥：https://forms.gle/1izH2DpLZePpViuf8 

⑤：https://forms.gle/GPUPeCqjP78ZLYr28 

 

【特別措置の適用の可否の通知】 

2021 年７月７日（水）までに申請のあったものについては、 

2021 年７月 30日（金）に特別措置の適用の可否について 

通知する。（７月８日（木）以降に申請のあったものに 

ついては、個別に通知する。） 
 

※上記の手続きについては、総合文化大学院チームへの書類提出後、所属専攻・

プログラム及び研究科において承認が得られた場合に許可されることとなりま

す。 

 

不明な点等は、総合文化大学院チームまでお問い合わせください。 

2021年６月１７日 総合文化大学院チーム 

http://www.c.u-tokyo.ac.jp/graduate/daigakuinadmin/1_tokurei_zaigakuencho.pdf
http://www.c.u-tokyo.ac.jp/graduate/daigakuinadmin/2_tokurei_syuryoenki_2.pdf
http://www.c.u-tokyo.ac.jp/graduate/daigakuinadmin/3_tokurei_kodokeikaku.pdf
http://www.c.u-tokyo.ac.jp/graduate/daigakuinadmin/4_tokurei_ikensyo.pdf
https://forms.gle/1izH2DpLZePpViuf8
https://forms.gle/GPUPeCqjP78ZLYr28

